
 

指定管理者選定評価委員会の見直しについて 

 

１．経緯 

指定管理者制度の導入から１６年が経過し、制度が定着してきた中で、指定管理者選定評価委員

会（以下、「委員会」という。）のさらなる専門性や透明性が求められていることから、以下のとお

り見直しを行う。 

  

２．見直し案のポイント 

（１）専門性の深化のための見直し 

選定・評価の対象施設に特化した委員会を設置 

…委員会は、施設の分野毎に３委員会（１委員会につき５人）とする。 

弁護士・行政法学者は３委員会を兼務し、有識者①は委員会それぞれ１人として３人選出す

る。有識者②は施設毎に１人として１１人選出する。３委員会の委員の合計は、１９人（弁

護士１人・行政法学者１人・有識者①３人・有識者②１４人・公募市民３人）となる。 

 また、委員の選任については基本的に総務課で行うが、有識者②は、各原課に推薦いただく。

（詳しくは、以下図および審１－１を参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第◯委員会】指定管理者選定評価委員会 

弁護士（１人） 

行政法学者（１人） 

有識者①（1人） 

有識者②（３～４人） 

公募市民（１人） 

各委員会の委員構成 

有識者① 

…各委員会の分野全般に詳しい人で、同委員会の 

委員会には全て参加する 

有識者② 

…各施設の分野に詳しい人で、同委員会のうち、 

対象施設の委員会のみ参加する 

【第１委員会】 （５人） 

指定管理者選定評価委員会（社会福祉施設系） 

【第２委員会】 （５人） 

指定管理者選定評価委員会（文教施設・産業振興施設系） 

【第３委員会】 （５人） 

指定管理者選定評価委員会（基盤施設系） 

３委員会制 

※弁護士・行政法学者は、３委員会を兼務する。 

また、有識者②は委員会毎に１人だけ参加するため、 

実際の委員会は５人で開催する。 

【審１－論点整理資料】 

現行 

指定管理者選定評価委員会（８人） 

・学識経験者（５人） 

行政経営分野 
都市計画・産業振興分野 
法務分野 
子育て支援分野 
文化芸術・スポーツ分野 

・市内の公共的団体等の 

役員または構成員（１人） 

・公募市民（２人） 
※各委員会から市に具申 



（２）透明性の深化のための見直し（詳しくは、審１－２を参照） 

①委員会の審議に関する公開の推進等 

 …評価項目や分野毎の配点・合計点については、委員へ確認を行ったのち、事前公表するととも 

に、応募者が１社であっても採点を行う等、審議方法の変更を行う。 

②委員会終了後の公開の推進等 

…選定した事業者について、事業者に了解を得たうえで、申請時に提案した事業の概要をＨＰ

で公開する。さらに、草津市指定管理者制度運用ガイドラインを見直し、毎年実施する事業評

価において、提案事業を含む事業評価を義務付ける。 


